
 

 

 

 

 

 

 

５月は「憲法月間」です。 

 「きまり」は無くても、みんなが安心して暮らせるなら、無くても

良いのでしょう。 

 でも、多くの人が一緒に暮らしていくためには、どうしても最低

限の「きまり」が必要になります。大切なのは、この「きまり」を誰

が決めるのか、ということです。 

 日本では、国民が決められる仕組みになっています。これを国民主権と言う…。 

 ５月は「憲法月間」です。少し早いですが、４月２８日に朝会を行い、「日本国憲法」につい

て話をしました。続けて以下のように話しました。 

 １つは、「きまり」があるから守らなければならないのではなく、なぜその「きまり」があるの

かを考えることが大切ということ。「きまり」について子どものうちから考えていくことで、自

分たちに必要な「きまり」を自分たちで決めていけるよう成長していってほしいと思います。 

 ２つめは、「基本的人権の尊重」にかかわり、自分も人も大切にするために、どうすればよ

いか、ということを話しました。 

 「無理！」、子どもたちはいろいろな場面でこのことばを使います。例えば友達から「一緒

に遊ぼ」と声をかけられた時、先に他の友達と約束してしまっていると、「無理」の一言だけ

で済ますことがあります。いじわるをしてやろう、とまでは考えていなくても、誘ってくれた

友達の気持ちを想像することはできていません。 

他の友達との遊びについて、どうしても人数を増やすことができないなら、そのことを丁

寧に友達に伝えることが大切です。そうしたら、友達に嫌な思いをさせずに済んだはずです。 

もちろん、明らかな仲間外れや悪口、いじめなどは絶対許しません。この場合は、ひどい

いじめをしようとしたわけではありません。でも、実際の生活では、こういうことでよく人は

傷つきます。神経質になる必要はありませんが、普段から相手の気持ちを想像することを

心掛けていくことが大切です。 

人は完璧ではありません。大人になっても、相手の気持ちを十分考えずに放ったことば

で、大切な人を傷つけてしまうことがあります。大切なのは想像力。子どもの間から、相手

の立場に立って思いを巡らすこと、このことを大切にしていってほしいと思います。 

以上のように話しています。 

ご家庭におかれましても、憲法月間を良い機会としていただき、いろいろなお話しをして

いただければと思います。                      校 長   林  道明 

＜学校教育目標＞ 命と人権を大切にし、自分で考え判断し行動できる子の育成 
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日 曜日 予        定 保健・安全行事

1 木
個人懇談③　特別校時５時間授業
体力テスト（４～６年）

聴力検査（ひまわり）

2 金 個人懇談④　特別校時５時間授業 視力検査（１年）

3 土 憲法記念日

4 日 みどりの日

5 月 こどもの日

6 火 振替休日

7 水 個人懇談⑤　特別校時５時間授業 視力検査（２年）

8 木 個人懇談⑥　特別校時５校時授業 耳鼻科検診（全学年）

9 金 研修のため普通校時４時間授業　全校１時３０分完全下校 視力検査（３年）

10 土

11 日

12 月 ６年生１３：１５下校

13 火 修学旅行①

14 水 修学旅行②

15 木
６年生１０：３０登校
４年生社会見学（蹴上浄水場）

視力検査（５年）

16 金 避難訓練　部活動開講式　放課後まなび開講式

17 土

18 日

19 月 ３年生社会見学（大文字山）

20 火
歯科検診（ひまわり・
１・３・５年）

21 水 ３年生社会見学（大文字山）予備日 視力検査（６年）

22 木 町別子ども会→集団下校 視力検査（５年）

23 金
研修のため全校５時間授業　２：４０分完全下校
５－１社会見学（宇治川ラボ）

歯科検診（２・４・６年）

24 土

25 日

26 月 ５－２社会見学（宇治川ラボ）　クラブ活動

27 火 ２年生遠足（植物園）　　５・６年生プール清掃 検尿

28 水 プール清掃予備日
検尿予備日
眼科検診（全学年）

29 木

30 金 公開実地訓練　普通校時４時間授業　全校１時２０分下校

31 土

５月の行事予定 

６年生 が 修学旅行に出かけます！！  

日時：５月１３日（火）～１４日（水） 

    1 泊２日で淡路島～徳島県、そして帰りには姫路城を見て帰ってきます。 

前日の１２日（月）は、６年生は給食終了後、１３：１５に完全下校。 

修学旅行に備えて荷物の確認や体調の管理をお願いします。 

また、１５日（木）は、10 時 30 分登校になります。 

視力検査（４年） 

委員会活動 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ～ ６月の主な行事 ～ 

３日（火） 朝会＜誓いの集い＞ 
４日（水） （２年生遠足 予備日） 
７日（土） 休日参観（午前で終了） 
９日（月） 代休日 

１０日（火） ひまわり学級 なかよしになろうね会 
１２日（木） １年生をむかえる会 
１８日（水） ６年生 科学センター学習 
２４日（火） ５年生 社会見学 
２５日（水） ３年生 自転車教室 
２７日（金） 職員研修のため、普通校時５時間授業 

 

 

 

 

 

 

 

銀行振替のお知らせ 
５月の銀行振替日は１２日（月）です。引き落としができますよう銀行口座の 

ご確認、ご入金をお願いします。 

＜ 集 金 額 ＞ 

1 年 １０，７００円   2 年 １０，５３０円    3 年 10，７００円    

4 年 １２，１００円   5 年 １１，４００円    6 年 １２，８８０円 
 

※４月分の給食費と合わせて、２か月分の集金となっています。 

お知らせとお願い 

休日参観（６月）のお知らせ 
 ６月７日（土）、休日参観を行います。当日は午前中授業になり、午後は完全下校で

す。９日（月）が代休日となり学校はお休みです。詳しくは後日配布する案内でご確認

ください。 

 登校時間についてのお願い・・・ 
 

午前８時～８時２５分までが、本校の登校時間です。 

この時間の中で登校できますように、お家からの 

送り出しにご協力お願いします。安全確保のため、８時 

より早い時間の登校にならないよう、よろしくお願いします。 



 

 

 

～４月１０日 入学式～ 

６５名の１年生が養徳小学校に入学し、全校児童 

３８５人でスタートです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

チューリップは咲いたかな？ （２年生） 

１年生の時に植えたチューリップ。 

自分の植えたチューリップが咲いているか、 

毎日見にきていました。 

 

４月の風景    

《着任式》 《始業式》 

 ～ 交通安全教室 1 年  ４月２２日（火）～ 

 下鴨警察署交通課の指導員さんから、道路を歩くときに気をつけることをお話して

いただきました。養徳交通安全会の方々に見守られながら、信号のない横断歩道

や、東大路通の信号を実際に渡って通学路の一部を歩きました。 


